
１携帯電話販売代理店に関する情報提供窓口の設置について

〇 報告書の内容を踏まえ、総務省において、販売代理店における不適切な行為や、それを助長していると思われる

電気通信事業者の評価指標、指示、圧力、不作為等があった場合、その情報を収集することを目的として「携帯電話

販売代理店に関する情報提供窓口」を設置しました。匿名での情報提供も可能です。

○ 総務省は、情報提供内容を踏まえ、実際の販売現場において法令違反が疑われる行為が行われているか否かをモ

ニタリングすることにより、電気通信事業者の評価指標等が不当なものになっていないかを継続的に確認します。

○ また、提供された情報は、必要に応じて、消費者庁及び公正取引委員会とも共有します。

https://www.soumu.go.jp/form/common/agencyinfo_form.html

資料１

https://www.soumu.go.jp/form/common/agencyinfo_form.html


〇 ＭＮＯと販売代理店の委託契約の内容（委託手数料の評価基準等）が適正かつ合理的でなく法令違反を助
長し得るような形で設定されている場合には、業務改善命令の対象となり得る旨をガイドライン等に
おいて明確化することが適当。

〇 少なくとも次のような評価指標等は、通常適正かつ合理的でなく、法令違反を助長する蓋然性が
高いと考えられるため、上記ガイドライン等において明確な違反類型として特定する必要。

 高額プランの獲得率を評価する指標／その獲得の有無で評価が大きく変動するような指標

 事業法第２７条の３の違反を助長するような手数料・奨励金体系等の仕組み

〇 手数料の内容による法令違反の助長は、複数の要素が複合的に作用する場合もあるため、通報窓
口の設置や実態調査等を通じ、販売現場で不適切な行為が行われていないか等をモニタリングし、
継続的な確認を実施していくことが適当。

〇 総務省が特に継続的な確認の取組を進めていく上では、公正取引委員会及び消費者庁と緊密に連
携することが適当。

２【報告書抜粋】 販売代理店の在り方（販売代理店の業務の適正性の確保に関する観点）

検討会の考え方のポイント
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